
埼玉県市町村・ＮＰＯ等協働モデル推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、ＮＰＯ等と行政、企業、大学及び地域団体などの多様な担い手

との協働を推進するため、平成２２年度新しい公共支援事業交付金（平成 

 ２２年度一般会計補正予算（第１号）に計上された「新しい公共支援事業交

付金」をいう。）の活用により、事業を実施する市町村又はＮＰＯ等と県・市

町村を構成員に含む協議体（以下「協議体」という。）に対し、予算の範囲内

において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭

和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱に定めるところによる。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、ＮＰＯ等と行政、企業、大学及び地域団体

などの多様な担い手と協働して実施する事業のうち、市町村・ＮＰＯ等協働

モデル推進事業として採択された事業とする。 

２ 前項については、国庫補助金、他の県費補助金等、この補助金以外の公的

補助金の交付を受ける事業及びその他の団体から助成金を受ける事業は、補

助対象としない。 

 

（補助対象経費等） 

第３条 前条の事業における、補助対象者、補助対象経費、補助額、補助対象

期間については、次のとおりとする。 

（１）補助対象者 市町村又は協議体 

（２）補助対象経費 事業の実施に直接必要な人件費、諸謝金（委員、講師）、

旅費（職員、委員、講師等）、消耗品費、印刷製本費、通

信運搬費、会場借料、募集広告費、計画策定費、委託料、

その他当該事業実施に必要と認められる経費） 

（３）補助額 事業費の１０／１０以内で１００万円以上６００万円を上限と 

       して知事が定める額 

（４）補助対象期間 交付決定日から同年度２月末日 

２ 補助対象としない経費については、別に定める。 

 

（申請書の様式等） 

第４条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号とし、その提出期限

は、毎会計年度ごとに定め、補助金の交付の申請をしようとする者に対して

通知する。 



（記載事項） 

第５条 規則第４条第１項第５号に規定する知事の定める事項は、次のとおり 

とする。 

（１）規則第４条第２項第３号及び第４号に掲げる事項 

（２）事業実施により予定している収入の有無及びその内容 

２ 規則第４条第２項第５号に規定する知事の定める事項は次のとおりとする。 

（１）団体概要 

（２）役員名簿、収支予算書等、団体概要を補足する書類 

（３）印刷製本費等に係る見積書等 

（４）事業内容が明らかとなる書類 

３ 前項第２号に定める収支予算書には、当該事業実施による収入及び支出を、

他の収入及び支出と区別できる方法で、計上しなければならない。 

４ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は

要しない。 

 

（委員会の意見の聴取） 

第６条 知事は、交付の決定をしようとするときは、あらかじめ別に定める運

営委員会（以下「委員会」という。）の意見を聴く。 

２ 委員会は、この補助金の趣旨を実現する観点から審査基準を決定し、これ

に基づいて交付先及び金額等についての意見を述べる。 

 

（交付決定及び通知） 

第７条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

２ 知事は、補助金を交付しないことを決定したときは、別に定める様式によ

り、その旨を当該団体に通知する。 

 

（請求書の提出） 

第８条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第３号の

補助金請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業の内容の変更等） 

第９条 規則第６条第１項第１号及び第３号に定める知事の承認を受ける場合、

補助事業者は、次の各号の申請書をあらかじめ提出しなければならない。た

だし、事業目的の達成に支障がない範囲で、経費の配分を変更（項目間で経

費を流用）する場合（事業費を変更する場合においては、交付決定時の２０％

の範囲内で変更する場合に限る。）を除く。 

（１）補助金の額に変更が生じるとき  様式第４号 

（２）補助金の額に変更が生じないとき  様式第５号 



２ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が

適正であると認めたときは、次の各号の様式により、その旨を当該団体へ通

知する。 

（１）補助金の額に変更が生じるとき  様式第６号 

（２）補助金の額に変更が生じないとき  様式第７号 

 

（状況報告） 

第１０条 補助事業者は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行の状況

について、当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 

 

（報告書の様式等） 

第１１条 規則第１３条の報告書の様式は、様式第８号のとおりとする。 

２ 前項の報告書は、次に掲げる書類を添えて、事業完了（事業の中止又は廃

止の場合を含む。）後１５日以内、又は事業実施年度の別に定める日のいずれ

か早い期日までに提出しなければならない。 

（１）領収書等経費の支出を証する書類又はその写し 

（２）その他事業に関して知事が必要とする資料 

３ 補助対象事業を実施する団体の会計年度の途中である等やむを得ない理由

により、第１項に規定する様式のうち収支計算書を提出できない場合には、

その理由及び提出予定年月日を記載した書類を添付しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 規則第１４条の補助金の額の確定通知は、様式第９号により行うも

のとする。 

 

（財産処分制限の緩和期間） 

第１３条 規則第１９条第１項ただし書に定める知事が定める期間は、事業完

了後から減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第 

 １５号）で定める耐用年数とする。 

 

（処分制限財産の指定） 

第１４条 規則第１９条第１項第２号の知事の定めるものは、施設及び備品と

する。 

 

（書類の整備等） 

第１５条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿

を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整理保管しておか

なければならない。 



２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する会計年

度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

 

（情報公開等） 

第１６条 補助事業者は、補助金で実施した事業の成果について、当該団体の

ホームページや広報物によって、広く県民に公開しなければならない。 

２ 補助事業者は、広報活動に必要な資料の提供や県ホームページへの情報提

供等において、必要な協力をしなければならない。 

 

 （その他） 

第１７条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   

  附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   

 


